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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成26年9月4日(2014.9.4)

【公開番号】特開2013-38469(P2013-38469A)
【公開日】平成25年2月21日(2013.2.21)
【年通号数】公開・登録公報2013-009
【出願番号】特願2011-170446(P2011-170446)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｎ   5/91     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/225    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｎ   5/91    　　　Ｚ
   Ｈ０４Ｎ   5/225   　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成26年7月16日(2014.7.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画データを再生して表示部に表示する再生手段と、
　前記動画データを再生中に、前記表示部に表示されている動画の上にユーザが任意の手
描き画像を描画可能な描画手段と、
　前記描画手段により描画された手描き画像を、前記動画データの再生タイミングに同期
して再現するための手描き画像データをメモリに記録する記録手段と、
　前記動画データの再生を、動画データの途中の任意の時点から開始させる指示手段と、
　前記指示手段により、前記動画データの再生が、前記手描き画像の描画の途中の時点か
ら開始するように指示された場合に、前記指示手段により指示された時点より前に遡った
時点からの手描き画像データを用いて、前記指示手段により指示された時点で表示される
動画に重畳して前記表示部に表示するように制御する制御手段とを有することを特徴とす
る再生装置。
【請求項２】
　前記表示部へのタッチされた座標を検出する検出手段を更に有し、
　前記手描き画像データは、前記検出手段で検出した座標データを含み、
　前記記録手段は、検出した前記座標データを前記動画データの再生タイミングに同期さ
せて記録することを特徴とする請求項１に記載の再生装置。
【請求項３】
　前記記録手段は、前記手描き画像データの描画時に発生したイベントごとに、少なくと
も、前記画面に対してタッチオンが検出されたときの動画のタイムコードと、前記タイム
コードの時点にタッチオンされている位置を表す座標と、前記イベントごとの属性情報と
を含む座標テーブルを記録し、
　前記属性情報は、前記手描き画像が消去されたことを表す情報、またはタッチオンが検
出されたときの前記操作手段としてのペン種別に関する情報を含むことを特徴とする請求
項１または２に記載の再生装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記手描き画像が描画されていない時点または消去された時点まで遡
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って、前記手描き画像を前記再生を開始する時点での動画データに重畳して表示するよう
に前記表示手段を制御することを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の再
生装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記再生を開始する位置から規定の時間だけ遡って、前記手描き画像
を、前記再生を開始する時点での動画データに重畳して表示するように前記表示手段を制
御することを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の再生装置。
【請求項６】
　動画データを再生して表示部に表示する再生手段と、
　前記動画データを再生中に、前記表示部に表示されている動画の上にユーザが任意の手
描き画像を描画可能な描画手段と、
　前記描画手段により描画された手描き画像データを、前記動画データの再生タイミング
に同期して再現するための手描き画像データをメモリに記録する記録手段とを有する再生
装置の制御方法であって、
　前記動画データの再生を、動画データの途中の任意の時点から開始させる指示工程と、
　前記指示工程により、前記動画データの再生が、前記手描き画像の描画の途中の時点か
ら開始するように指示された場合に、前記指示工程により指示された時点より前に遡った
時点からの手描き画像データを用いて前記指示工程により指示された時点で表示される動
画に重畳して前記表示部に表示するように制御する制御工程とを有することを特徴とする
制御方法。
【請求項７】
　動画データを再生して表示部に表示する再生手段と、
　前記動画データを再生中に、前記表示部に表示されている動画の上にユーザが任意の手
描き画像を描画可能な描画手段と、
　前記描画手段により描画された手描き画像を、前記動画データの再生タイミングに同期
して再現するための手描き画像データをメモリに記録する記録手段とを有する再生装置の
コンピュータに読み込ませることによって、
　前記動画データの再生を、動画データの途中の任意の時点から開始させる指示工程と、
　前記指示工程により、前記動画データの再生が、前記手描き画像の描画の途中の時点か
ら開始するように指示された場合に、前記指示工程により指示された時点より前に遡った
時点からの手描き画像データを用いて、前記指示工程により指示された時点で表示される
動画に重畳して前記表示部に表示するように制御する制御工程とをコンピュータに実行さ
せるプログラム。
【請求項８】
　請求項７に記載のプログラムを格納することを特徴とする、コンピュータにより読み取
り可能な記憶媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記課題を解決し、目的を達成するため、本発明の再生装置は、動画データを再生して
表示部に表示する再生手段と、前記動画データを再生中に、前記表示部に表示されている
動画の上にユーザが任意の手描き画像を描画可能な描画手段と、前記描画手段により描画
された手描き画像を、前記動画データの再生タイミングに同期して再現するための手描き
画像データをメモリに記録する記録手段と、前記動画データの再生を、動画データの途中
の任意の時点から開始させる指示手段と、前記指示手段により、前記動画データの再生が
、前記手描き画像の描画の途中の時点から開始するように指示された場合に、前記指示手
段により指示された時点より前に遡った時点からの手描き画像データを用いて、前記指示
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手段により指示された時点で表示される動画に重畳して前記表示部に表示するように制御
する制御手段とを有する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　なお、説明を簡単にするために、画面３０１ａ～３０３ａに撮影された動画データは図
示していない。同様に、画面３０２ｂおよび３０３ｂには、記録媒体１１４から読み出さ
れた動画データは図示していない。実際には、図３の各画面に表示されるアイコンおよび
タイムコードおよび手描き入力情報は、再生動画に重畳されて表示部１０６に表示される
。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０５】
　ところで、同時に記録している（あるいは再生している）動画は、ＣＯＤＥＣ１１９に
よって、多くの場合ＭＰＥＧ２やＨ．２６４等のフレーム間符号化技術を用いてエンコー
ドされる（あるいはされている）。フレーム間符号化技術では、単体で復号化可能なＩピ
クチャと、前後のピクチャの情報を参照して復号化されるＰピクチャもしくはＢピクチャ
の組み合わせによって符号化されている。ステップＳ７１１では、このＩピクチャのタイ
ミングでのみ条件を満たすとしてもよい。フレーム間符号化された動画データを途中から
再生する場合、Ｉピクチャを起点に再生すると効率が良く、そのようにすることが多い。
したがって、手描き入力情報も同じＩピクチャのタイミングのものを保持しておいたほう
が効率的なためである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２７】
　１００１ｂ、１００２ｂ、１００３ｂ、１００４ｂはいずれも、早戻し再生時に表示部
１０６に表示される画面を例示している。タイムコード０：００：３５（秒）から０：０
０：２０（秒）まで早戻しする際に、図示のように画面１００１ｂから画面１００４ｂま
での手描き画像データを順次読み出して表示することで、データ処理負荷を小さくしつつ
早戻し再生を効率良く実現できる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２８】
　また、手描き入力情報と同時に動画データを記録しており、それを早戻し再生する場合
には、図１０に示す間隔よりも狭い間隔で動画データを再生することが考えられる。例え
ば、タイムコード０：００：３５（秒）から０：００：２０（秒）までを１秒間隔で再生
するときは、タイムコード０：００：３５（秒）から０：００：３１（秒）までは画面１
００１ｂを重畳し、タイムコード０：００：３０（秒）から０：００：２６（秒）までは
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画面１００２ｂを重畳して再生すればよい。これにより、手描き入力情報の表示は厳密に
はタイムコードと一致しないが、視覚的には違和感なく早戻し再生を行っているように見
える。もちろん、ポーズもしくは通常再生に移行した後は、図７に従ってその時点の手描
き入力情報を正しく再現することができる。
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